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は
じ
め
に

　
「
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
」
の
意
味
は
何
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、「
日
本
」
で
あ

る
と
誰
も
が
答
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、「
ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
」
の
意
味
は
何

か
と
問
わ
れ
た
ら
、窮
し
て
し
ま
う
方
も
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

手
元
に
あ
る
簡
単
な
英
和
辞
典
で
「
ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
」
の
意
味
を
引
い

て
み
る
と
、
第
一
の
意
味
に
「
漆
」、
第
二
の
意
味
に
「
漆
器
」
と
あ

る
⑴
。
陶
磁
器
＝
「
ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
」
と
訳
さ
れ
る
の
と
同
様
に
漆
、

漆
器
も
原
産
地
に
ち
な
み
「
ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
」
と
訳
さ
れ
た
。
こ
の
理

由
を
一
言
で
言
え
ば
、
中
国
は
陶
磁
器
、
日
本
は
漆
器
を
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
へ
大
量
に
輸
出
し
、
高
い
評
価
を
受
け
た
こ
と
に
起
因
す
る
⑵
。

　

こ
う
し
た
漆
器
に
対
す
る
高
い
評
価
は
、江
戸
時
代
に
日
本
へ
や
っ

て
き
た
外
国
人
の
手
記
に
も
散
見
さ
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
オ

ラ
ン
ダ
商
館
長
の
侍
医
と
し
て
江
戸
参
府
旅
行
に
も
随
行
し
た
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
人
の
Ｃ
．Ｐ
．ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
は
「
日
本
で
製
造
さ
れ
る

漆
器
製
品
は
、
中
国
や
シ
ャ
ム
〔
タ
イ
〕、
そ
の
他
世
界
の
ど
の
製
品

を
も
凌
駕
す
る
。
そ
れ
ら
は
最
上
質
の
松
や
杉
材
を
使
い
、
ウ
ル
シ

ノ
キ Rhus vernix 

か
ら
採
れ
る
最
高
の
漆
を
塗
る
」⑶
と
評
す
る
。

ま
た
、
幕
末
に
来
日
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
初
代
駐
日
公
使
ラ
ザ
フ
ォ
ー

ド
・
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
「
漆
器
に
つ
い
て
は
、
な
に
も
い
う
必
要
は

な
い
。
こ
の
製
品
の
創
始
者
は
お
そ
ら
く
日
本
人
で
あ
り
、
ア
ジ
ア

で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
こ
れ
に
迫
る
も
の
は
い
ま
だ
か
つ
て
な
か
っ

た
。
蘇
州
に
も
広
東
に
も
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
に
も
、
こ
の
材
料
と
か
必

要
な
技
術
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
わ
た
し
が
収
集
し
た
古
い

漆
器
の
す
ば
ら
し
い
例
に
多
少
で
も
迫
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、た

〈
論　

文
〉近

世
相
模
国
柳
川
村
周
辺
に
お
け
る
漆
液
の
生
産
と
流
通

�

桐
生
　
海
正
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し
か
に
ま
だ
こ
れ
ら
の
土
地
で
は
つ
く
ら
れ
て
い
な
い
」⑷
と
賞
賛
す

る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
も
日
本
の
漆
器
が
い
か
に
海
外
か
ら
高
い

評
価
を
受
け
て
い
た
か
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
漆
器
の
生
産
に

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
物
質
こ
そ
漆
液
で
あ
り
、
漆
液
は
日
本
の

伝
統
工
芸
品
を
下
支
え
す
る
物
質
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
漆
液
が
近
世
期
ど
の
よ
う
に
日
本
国
内
で
生

産
さ
れ
、
流
通
し
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
研
究

は
、
従
来
、
津
軽
⑸
・
会
津
⑹
・
出
羽
米
沢
⑺
の
東
北
地
域
に
お
け
る

動
向
が
主
で
あ
っ
た
。
関
東
一
帯
で
も
漆
液
の
生
産
は
行
わ
れ
た
よ

う
だ
が
、
同
地
域
の
動
向
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
は
、
相
模
国
津
久

井
の
事
例
で
漆
液
の
貢
納
が
研
究
さ
れ
て
い
る
以
外
は
ほ
と
ん
ど
な

い
⑻
。
ま
た
、
殊
に
漆
液
の
生
産
や
流
通
に
着
目
し
、
そ
れ
を
詳
述

し
た
研
究
も
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
歴
史
の
空
白
部
分
を
埋
め
る
た
め
、
相
模

国
足
柄
上
郡
に
位
置
し
た
柳
川
村
を
中
心
に
、
漆
木
の
生
育
場
所
、

漆
木
の
売
買
形
態
、
在
村
漆
仲
買
の
動
向
、
漆
掻
子
の
実
態
、
漆
液

の
流
通
経
路
等
々
、
相
模
国
に
お
け
る
漆
液
の
生
産
・
流
通
に
お
け

る
一
事
例
を
紹
介
し
た
い
⑼
。
な
お
、
本
稿
で
は
以
下
、
論
を
進
め

る
に
あ
た
り
、
漆
の
樹
液
を
「
漆
液
」、
漆
の
樹
木
を
「
漆
木
」
と
し
、

両
者
を
含
む
も
の
、
ま
た
は
史
料
用
語
で
使
わ
れ
る
場
合
を
「
漆
」

と
表
現
す
る
。

一
、
柳
川
村
の
概
観
と
近
世
前
～
中
期
に
お
け
る
漆
液
の
生
産

　

柳
川
村
は
、
寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
の
村
鑑
⑽
に
よ
る
と
、
村

高
二
二
五
石
四
斗
九
升
五
合
、
家
数
は
三
九
戸
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
の
年
貢
割
付
状
⑾
に
よ
っ
て
補
足
す
る
と
、

反
別
四
七
町
九
反
六
畝
四
歩
の
内
、
田
方
が
六
町
五
反
九
畝
三
歩
、

畑
方
が
四
一
町
一
反
四
畝
二
一
歩
、
こ
の
他
取
永
換
算
の
山
畑
が
一

六
町
一
反
六
畝
一
〇
歩
と
、
畑
作
を
中
心
と
し
た
山
間
村
落
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
天
保
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
新
編
相
模

國
風
土
記
稿
』
に
よ
る
と
「
民
戸
四
十
九
、
農
隙
に
は
煙
草
を
つ
く

れ
り
、
東
西
八
町
餘
、
南
北
二
十
二
町
餘
」⑿
と
、
寛
文
期
に
比
べ
戸

数
が
増
加
し
、
農
間
余
業
と
し
て
煙
草
を
栽
培
し
て
い
る
様
子
も
窺

え
る
。
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支
配
に
関
し
て
は
、
元
禄
一
一
年
（
一
六
九
八
）
よ
り
幕
領
、
文

政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
よ
り
小
田
原
藩
領
と
な
り
、
以
降
、
明
治

期
ま
で
小
田
原
藩
支
配
が
続
く
。

　

本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
漆
に
関
し
て
、
古
代
～
中
世
に
関
し
て

同
地
域
の
動
向
は
知
り
え
な
い
が
⒀
、
一
番
古
い
記
述
と
し
て
、
天

正
一
九
年
（
一
五
九
一
）
の
柳
川
村
の
検
地
帳
⒁
に
は
、
す
で
に
そ
の

存
在
が
窺
え
る
。
検
地
帳
に
記
さ
れ
た
畑
面
積
の
横
に
、
柿
や
栗
な

ど
の
樹
木
と
共
に
、「
漆
・
桑
」、｢
桑
・
漆
三
方
ニ
有｣

、｢

桑
・
漆
よ

こ
立
二
方
ニ
有
之｣

、「
桑
・
漆
よ
こ
一
方
有
之
」、｢

桑
・
漆
立
一
方
有

之｣

等
の
記
載
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
記
述
は
、
畑
の
横（「
よ
こ
」）

や
縦
（「
立
」）
に
樹
木
が
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
畑
等
の
端
に
植
え
ら
れ
た
樹
木
の
記
載
は
、
一
四

六
件
あ
り
、そ
の
内
、漆
に
関
し
て
記
載
さ
れ
た
も
の
は
三
二
件
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
柳
川
村
周
辺
で
は
中
世
以
来
、
畑
の
畔
に
柿
・
栗
・

桑
等
と
と
も
に
漆
が
植
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
他
、
先
に
見
た
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
の
年
貢
割
付
状
や

寛
文
一
二
年
（
一
六
七
二
）
の
村
鑑
に
は
漆
四
八
九
匁
を
浮
役
（
年

貢
以
外
の
雑
税
の
一
種
）
と
し
て
書
き
上
げ
て
い
る
。
こ
の
漆
浮
役

は
周
辺
村
落
で
も
、
高
尾
村
で
は
二
七
四
匁
、
松
田
惣
領
村
で
一
一

〇
六
匁
と
そ
れ
ぞ
れ
納
め
ら
れ
て
お
り
、
徐
々
に
金
納
化
し
て
い
っ

た
と
い
う
⒂
。
こ
れ
ら
や
津
久
井
の
事
例
も
鑑
み
れ
ば
、
柳
川
村
周

辺
で
も
近
世
の
初
頭
～
中
期
に
か
け
て
漆
液
は
、
領
主
に
対
す
る
貢

納
物
と
し
て
の
役
割
が
主
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
近
世
中
期
に
お
け
る
柳
川
村
の
漆
液
の
生
産
・
流
通
動
向

も
、
史
料
的
制
約
か
ら
詳
細
を
明
ら
か
に
は
で
き
な
い
が
、
隣
村
の

河
村
山
北
村
で
は
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
の
富
士
山
噴
火
に
よ

り
当
時
幕
領
に
編
入
さ
れ
た
折
、
支
配
代
官
で
あ
っ
た
伊
奈
半
左
衛

門
か
ら
漆
年
貢
の
上
納
免
除
を
許
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
が
存
在

す
る
⒃
。
そ
こ
に
は｢

漆
株
不
残
枯
絶
候｣

と
あ
り
、
富
士
山
噴
火

に
よ
る
降
砂
の
影
響
で
漆
木
が
す
べ
て
枯
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。同
様
の
こ
と
は
柳
川
村
で
も
起
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
寛
政
三
年
（
一
七

九
一
）
八
月
付
の
証
文
で
は
、
柳
川
村
の
年
寄
銀
蔵
が
豆
州
三
嶋
宿

市
ヶ
原
町
清
右
衛
門
に
対
し
、
漆
液
の
代
金
と
し
て
未
払
の
金
一
分
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と
銀
一
匁
九
厘
を
催
促
し
て
い
る
⒄
。
こ
の
こ
と
か
ら
間
接
的
に
な

る
が
、
寛
政
期
に
は
、
宝
永
の
富
士
山
噴
火
に
も
屈
せ
ず
、
柳
川
村

で
は
、漆
液
の
生
産
が
す
で
に
復
活
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。ま
た
、

次
節
で
検
討
す
る
柳
川
村
熊
沢
家
の
者
が
（
宛
名
部
分
が
虫
損
な
た

め
人
物
は
特
定
で
き
な
い
）、
明
和
六
年
（
一
七
六
九
）
に
隣
村
の
菖

蒲
村
利
五
兵
衛
か
ら
二
〇
〇
本
を
金
二
分
に
て
、
ま
た
明
和
七
年（
一

七
七
〇
）
に
は
菖
蒲
村
孫
七
か
ら
一
二
〇
本
を
金
二
分
二
朱
に
て
立

木
漆
を
年
季
買
し
て
い
る
。

　

既
に
近
隣
の
村
々
で
は
、
漆
木
の
栽
培
・
漆
液
の
生
産
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
史
料
で
あ
る
。

　

以
上
、
柳
川
村
の
概
観
と
近
世
初
期
～
中
期
に
か
け
て
の
漆
木
の

栽
培
・
漆
液
の
生
産
を
み
て
き
た
が
、
次
節
で
は
、
具
体
的
に
漆
木

が
ど
の
よ
う
に
売
買
さ
れ
、
そ
れ
を
在
村
漆
仲
買
で
あ
っ
た
熊
沢
家

が
ど
の
よ
う
に
集
積
し
て
い
っ
た
の
か
を
分
析
す
る
。

二
、
近
世
後
期
に
お
け
る
漆
液
の
生
産
①
―
立
木
漆
の
年
季
買

　

本
節
で
は
、
近
世
後
期
に
お
け
る
漆
木
の
売
買
に
注
目
し
た
い
。

　

人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
の
祭
魚
洞
文
庫
旧
蔵
史

料
内
に
は
、
相
模
国
足
柄
上
郡
柳
川
村
熊
沢
家
文
書
と
い
う
史
料
群

が
あ
り
、
以
下
こ
れ
を
基
に
分
析
を
進
め
る
。
こ
の
史
料
群
は
現
神

奈
川
県
秦
野
市
柳
川
地
区
に
残
さ
れ
て
い
る
熊
沢
一
郎
氏
所
蔵
文
書

群
⒅
と
は
別
の
家
の
史
料
群
で
あ
り
⒆
、
一
九
四
九
年
、
日
本
常
民
文

化
研
究
所
よ
り
史
料
館
へ
移
管
さ
れ
、
現
在
国
文
学
研
究
資
料
館
に

収
蔵
さ
れ
て
い
る
⒇
。

　

こ
の
柳
川
村
で
漆
商
売
を
行
っ
て
い
た
の
が
百
姓
代
の
（
熊
沢
）

与
兵
衛
で
あ
っ
た
。
彼
は
文
化
期
～
幕
末
に
お
い
て
在
村
漆
仲
買
と

し
て
活
躍
し
た
百
姓
で
あ
る
�
。
同
家
の
経
営
や
持
ち
高
に
関
し
て

は
史
料
上
不
明
確
な
所
が
多
い
が
、
以
下
残
さ
れ
た
史
料
に
即
し
、

彼
の
漆
商
売
に
関
す
る
動
向
を
把
握
し
た
い
。

【
史
料
１
】

　
　
　
　
　
　
　
　

立
木
漆
年
季
売
証
文
之
事

一
立
木
漆
百
弐
拾
弐
本　
　
　
　
　

所
ハ
居
屋
敷
之
廻

　
　

内
掻
返
拾
六
本　
　
　
　
　
　
　
　

中
道
之
廻
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代
金
弐
分
弐
朱
也

右
ハ
私
持
分
之
畑
之
壗
・
居
屋
敷
ニ
有
之
候
立
木
漆
此
度
年
季
ニ

売
渡
、
代
金
不
残
只
今
慥
受
取
当
御
年
貢
ニ
御
上
納
仕
候
所
実
証

也
、
漆
年
貢
之
儀
ハ
右
代
金
之
内
除
置
私
方
ゟ
年
々
御
上
納
可
仕

筈
ニ
相
定
申
候
、
年
季
之
儀
ハ
来
丑
年
ゟ
未
年
迄
七
年
季
相
定
申

候
、
年
季
之
内
者
御
勝
手
次
第
御
手
入
被
成
、
弐
年
掻
ニ
成
共
漆

掻
取
御
伐
取
可
被
成
候
、
下
木
成
共
私
方
ニ
而
ハ
一
切
売
申
間
敷

候
、
右
定
之
通
未
年
年
中
ニ
而
百
弐
拾
弐
本
不
残
御
伐
取
可
被
成

候
、
此
木
ニ
付
脇
ゟ
少
シ
も
構
申
者
無
御
座
候
段
何
様
之
儀
御
座

候
共
、
加
判
之
者
埒
明
其
許
江
苦
労
相
掛
申
間
敷
候
、
為
後
日
漆

年
季
売
證
文
加
判
仍
如
件

　
　
　

文
化
十
三
年
子
十
二
月

 

戸
川
村　
　

売
主　

金　
　

蔵
㊞

 

証
人　

孫
左
衛
門
㊞

 

名
主　

五
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　

柳
川
村　

与
兵
衛
殿
�

【
史
料
２
】

戸
川
村
金
蔵
殿
漆
年
季
証
文
也

丑
ゟ
未
年
迄
七
年
季
代
金
弐
分
弐
朱
也

　
　
　

文
化
十
三
年　
　
　
　
　
　

改　

手
前

上　
　

子
十
二
月
日　
　
　
　

世
話
人　

新
蔵
�

　

こ
の
【
史
料
１
】・【
史
料
２
】
は
柳
川
村
熊
沢
家
文
書
内
の
二
三

Ｚ
四
―
二
九
―
一
三
に
納
め
ら
れ
て
い
る
状
物
四
一
点
の
中
か
ら
抽

出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
括
史
料
の
中
に
は
大
き
く
分
け
て
形

状
の
異
な
る
も
の
が
二
点
あ
る
。

　

一
点
は
、
前
者
の
【
史
料
１
】
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
一
紙
証
文
（
以

下
、「
立
木
漆
売
渡
証
文
」と
呼
ぶ
）で
あ
る
。
表
題
に
は
、【
史
料
１
】

の
よ
う
に
「
立
木
漆
売
渡
証
文
」
の
他
、「
漆
木
年
季
売
証
文
之
事
」、

「
立
木
漆
年
季
売
証
文
之
事
」、「
立
木
漆
年
季
証
文
之
事
」
等
と
つ

け
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、【
史
料
１
】に
即
し
て
内
容
を
み
て
い
く
と
、

ま
ず
表
題
（「
立
木
漆
年
季
売
証
文
之
事
」）
が
き
て
、
そ
の
次
に
売

り
渡
す
立
木
漆
の
本
数
、
そ
の
下
に
漆
木
の
生
育
す
る
場
所
、
そ
の
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後
、
代
金
と
な
る
。
ま
た
文
書
の
内
容
も
形
式
的
な
も
の
で
、
漆
木

の
生
育
す
る
場
所
と
年
季
売
り
の
確
認
、
漆
年
貢
は
代
金
内
で
賄
い

売
り
主
が
上
納
す
る
こ
と
、
年
季
売
り
の
年
月
、
売
り
渡
し
た
年
季

の
内
は
何
時
で
も
漆
を
掻
い
て
良
い
こ
と
、
売
り
渡
し
た
漆
木
に
関

し
て
横
合
い
か
ら
妨
げ
が
入
る
こ
と
の
無
い
よ
う
に
す
る
保
証
と
、

も
し
入
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
の
対
応
、
そ
し
て
、
末
尾
に
は
、
売
主
、

そ
の
証
人
（
他
村
で
あ
る
場
合
は
そ
の
村
の
名
主
が
押
印
し
て
い
る

こ
と
が
多
い
）
が
記
さ
れ
る
。

　

次
に
、
二
点
目
の
後
者
【
史
料
２
】
で
あ
る
が
、
一
点
目
の
史
料

と
内
容
が
ほ
ぼ
同
じ
で
、
お
そ
ら
く
、
史
料
整
理
の
際
に
分
離
さ
れ

た
史
料
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
史
料
番
号
二
三
Ｚ
四
―

二
九
―
一
三
―
三
五
に
は「
中
味
欠
」と
の
付
箋
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、

こ
れ
ら
の
史
料
は
「
封
紙
」
で
あ
っ
た
と
想
定
し
、
表
１
を
作
成
す

る
際
に
分
類
し
た
。
文
書
の
内
容
は
、
年
月
と
、
何
村
の
誰
か
ら
の

漆
年
季
証
文
で
、
何
年
季
で
借
り
受
け
、
代
金
は
い
く
ら
か
、
ま
た

一
部
売
り
渡
し
た
漆
木
の
本
数
が
記
載
さ
れ
る
。
末
尾
に
は
漆
木
売

買
の
仲
介
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
世
話
人
名
（
案
内
と
も
記
さ
れ

る
）
や
、
売
り
渡
さ
れ
た
漆
木
を
確
認
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、「
改
」

「
木
改
」
と
し
て
手
前
（
＝
与
兵
衛
）
や
与
兵
衛
の
元
で
奉
公
し
て
い

る
者
と
考
え
ら
れ
る
漆
掻
子
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
両
史
料
は
、
四
一
点
中
に
混
在
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
内
容
か
ら
判
断
し
、
そ
れ
を
「
立
木
漆
売
渡
証
文
」
と
「
封

紙
」
と
に
分
類
し
、
年
代
順
に
並
び
変
え
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。

表
１
か
ら
は
以
下
の
こ
と
が
わ
か
る
。

　

漆
木
の
売
買
総
計
に
関
し
て
は
、
明
和
～
安
永
期
を
抜
か
し
て
考

え
た
と
し
て
も
、
文
化
期
だ
け
で
約
三
〇
〇
〇
本
余
り
で
あ
っ
た
。

漆
木
か
ら
樹
液
を
採
る
た
め
に
は
植
え
つ
け
か
ら
一
二
年
ほ
ど
の
年

月
が
か
か
る
と
い
わ
れ
る
が
�
、
そ
の
年
月
に
達
し
た
漆
木
と
考
え

て
も
大
規
模
な
取
引
の
様
相
が
窺
え
よ
う
。
売
り
渡
さ
れ
る
月
は
、

虫
損
等
で
判
読
で
き
な
い
も
の
を
除
き
二
三
件
あ
る
。
こ
の
内
、
一

二
月
が
も
っ
と
も
多
く
一
六
件
（
七
〇
％
、
以
下
％
計
算
は
す
べ
て

小
数
点
以
下
を
四
捨
五
入
）、
次
に
四
月
が
四
件（
一
七
％
）、
一
月
、

二
月
、
七
月
が
そ
れ
ぞ
れ
一
件
（
四
％
）
で
あ
る
。
一
二
月
が
も
っ

と
も
多
い
の
は
、
年
の
変
わ
り
目
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
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表
１

　
柳

川
村

の
与

兵
衛

家
に

よ
る

立
木

漆
の

年
季

買
通
し
番
号

史
料
番
号

年
　
月

本
数

（
本
）

代
　
金

売
主
の

居
　
村

売
主
名

漆
木
の
場
所（
カ
ッ
コ
内
は
証
文
本
文
中
に
記
載
し
て
あ
る
内
容
）

年
季

（
年
間
）

封
　
　
紙

世
話
人
・
案
内

木
改

1
13- 2

明
和
 6 年（

1769）■
月

200
2 分

菖
蒲

孫
七

（
子
神
横
畑
、岑
横
畑
不
残
）

7
封
紙［
13-26］

2
13- 1

明
和
 7 年（

1770） 2 月
120

2 分
 2 朱

菖
蒲

利
五
兵
衛

屋
敷
不
残
、開
戸
畑
不
残
、宮
上
畑
不
残

4
封
紙［
13-25］

3
13-38

安
永
 6 年（

1777） 7 月
菖
蒲

六
右
衛
門

「
菖
蒲
村
小
原
六
右
衛
門
殿

日
延
書
付
」と
の
記
載
の
み

4
13-35

文
化
元
年（
1804）12月

1 分
柳
川

平
左
衛
門

7
封
紙
の
み

佐
左
衛
門

5
13-30

文
化
 5 年（

1808）12月
160

1 両
 2 朱

柳
川

仙
蔵

6
封
紙
の
み

孫
八

6
13-39

文
化
 5 年（

1808）12月
160

1 両
 2 朱

柳
川

覚
右
衛
門

居
屋
敷
廻
ゟ
屋
敷
続
、鍛
冶
畑
ヶ
、く
ら
か
け
四
壗
、■
ノ
下
、田
ふ
ち
〆
五
ヶ
所（
田
畑

之
壗
・
居
屋
敷
ニ
有
之
候
立
木
漆
）

6

7
13-19

文
化
 6 年（

1809）12月
373

2 両
 3 分

菖
蒲

小
兵
衛

居
屋
敷
続
不
残
、こ
う
は
た
、坂
口
廻
り
、上
之
窪
三
枚
之
壗（
畑
之
壗
・
居
屋
敷
ニ
有
之

候
立
木
漆
）

5
封
紙［
13-10］

孫
八

8
13-41

文
化
 7 年（

1810） 1 月
245

1 両
三
廻
部

平
八

居
屋
敷
、開
戸
、ま
せ
口
、か
ら
沢
、宮
路
、せ
ん
ぼ
〆
六
ヶ
所（
畑
之
壗
・
せ
ん
ぼ
之
林
大

道
端
之
壗
并
居
屋
敷
ニ
有
之
候
立
木
漆
）

7
封
紙［
13-28］

孫
八

9
13-27

文
化
 7 年（

1810） 4 月
110

2 分
 2 朱

菖
蒲

太
右
衛
門

屋
敷
、く
ら
か
け
、■
■
開
戸
、ま
か
と
、台
畑
ヶ（
畑
之
壗
・
居
屋
敷
ニ
有
之
候
立
木
漆
）

5
封
紙［
13-23］

万
蔵

10
13-40

文
化
 7 年（

1810） 4 月
200

1 両
菖
蒲

武
左
衛
門

居
屋
敷
ゟ
続
之
壗
数
ハ
不
残
、峰
堂
之
前
、栂
之
木
畑
ヶ
、才
戸
河
路
迄（
畑
之
壗
・
屋
敷

ニ
有
之
候
立
木
漆
）

6
封
紙［
13-32］

与
兵
衛

11
13- 3

文
化
 8 年（

1811）12月
230

1 両
■
■

柳
川

与
五
兵
衛

居
屋
敷
之
廻
り
・
屋
敷
之
続
坂
下
迄（
畑
之
壗
・
居
屋
敷
ニ
有
之
候
立
木
漆
）

6

12
13-16

文
化
 8 年（

1811）12月
360

2 両
柳
川

太
右
衛
門

居
屋
敷
ゟ
続
■
壗
数
不
残
、并
ニ
嶺
ニ
有
之
候
漆
林
之
中
ニ
有
之
候
共
、屋
敷
之
下
、坂

下
土
橋
之
壗
、た
か
ヲ（
田
畑
之
壗
ニ
有
之
候
立
木
漆
）

6

13
13-37

文
化
 8 年（

1811）
1 両

柳
川

与
五
右
衛
門

6
封
紙
の
み

孫
八

14
13-12

文
化
10年（

1813）12月
50

1 分
柳
川

六
左
衛
門

居
屋
敷
之
廻
り
并
ニ
墓
所
小
原
峰

7
15

13-24
文
化
10年（

1813）12月
柳
川

甚
蔵

7
封
紙
の
み

孫
八

16
13-11

文
化
12年（

1815）12月
56

1 分
堀
斎
藤

喜
左
衛
門

居
屋
敷
、下
り
畑
廻
り
、並
木
下
畑
廻（
畑
之
壗
・
居
屋
敷
ニ
有
之
候
立
木
漆
）

6
封
紙［
13-14］

17
13-15

文
化
12年（

1815）12月
180

2 分
 3 朱

堀
斎
藤

平
蔵

居
屋
敷
廻
続
壱
壗
、前
畑
之
廻
、喜
左
衛
門
畑
廻
、田
之
上
壱
壗
、よ
つ
じ
、行
人
ま
つ
畑

廻
林
中
、う
へ
は
じ
弐
壗
、十
三
塚
畑
中
廻
、根
下（
畑
之
壗
・
居
屋
敷
ニ
有
之
候
立
木
漆
）

7

18
13-34

文
化
12年（

1815）12月
56

1 分
 1 朱

菖
蒲

浅
右
衛
門

居
屋
敷
之
廻（
屋
敷
之
廻
・
畑
之
壗
ニ
有
之
候
立
木
漆
）

6
封
紙［
13-6］

せ
う
ふ
　
吉
左
衛
門

孫
八

19
13- 5

文
化
13年（

1816）12月
122

2 分
 2 朱

戸
川

金
蔵

居
屋
敷
之
廻
・
中
道
之
廻（
畑
之
壗
・
居
屋
敷
ニ
有
之
候
立
木
漆
）

7
封
紙［
13-7］

新
蔵

与
兵
衛

20
13- 9

文
化
13年（

1816）12月
150

3 分
八
沢

留
右
衛
門

居
屋
敷
ゟ
田
廻
不
残
、田
之
こ
み
ち
向
山
畑
迄
不
残
、居
屋
敷
之
上
、寺
之
下（
畑
之
壗
・

居
屋
敷
ニ
有
之
候
立
木
漆
）

7
封
紙［
13-8］

与
兵
衛

21
13-21

文
化
14年（

1817）12月
83

2 分
菖
蒲

宇
左
衛
門

居
屋
敷
之
廻
、く
ら
か
け
、稲
荷
山（
畑
之
壗
・
居
屋
敷
ニ
有
之
候
立
木
漆
）

6
封
紙［
13-18］

22
13-22

文
化
14年（

1817）12月
66

1 分
 2 朱

戸
川

粂
右
衛
門

居
屋
敷
、墓
場（
畑
之
壗
・
居
屋
敷
ニ
有
之
候
立
木
漆
）

6
封
紙［
13-13］

23
13-17

文
化
15年（

1818） 4月
160

1 両
境
別
所

源
右
衛
門

小
谷
津
弐
壗
、後
窪
弐
壗
、日
陰
畑
壱
壗
、台
山
弐
壗
、居
屋
敷
之
廻
、下
窪
壱
壗
、上
台
山

四
壗
、ま
わ
た
り
田
廻
、大
道
壱
壗（
畑
之
壗
・
居
屋
敷
ニ
有
之
候
立
木
漆
）

6
封
紙［
13-36］

与
惣
右
衛
門

与
兵
衛

24
13-33

文
化
15年（

1818） 4月
50

1 分
境
別
所

政
右
衛
門

居
屋
敷
之
廻
、堂
之
前
三
壗
、狐
穴
壱
壗
屋
敷（
畑
之
壗
・
居
屋
敷
ニ
有
之
候
立
木
漆
）

6
封
紙［
13-4］

与
惣
右
衛
門

25
13-29

文
政
元
年（
1818）12月

100
2 分

境
別
所

甚
左
衛
門

6

26
13-31

232
与
五
右
衛
門
居
屋
敷
、同
所
続

「
覚
」
と
表
題
に
あ
り
、
氏

名
・
本
数
・
場
所
が
記
載
さ

れ
る
の
み

合
　
　
計

3463

※
 明
和
六
～
文
政
元
年
「
立
木
漆
年
季
売
証
文
」（
祭
魚
洞
文
庫
旧
蔵
史
料
　
相
模
国
足
柄
上
郡
柳
川
村
熊
沢
家
文
書
、
23Z4-29-13、

人
間
文
化
研
究
機
構
　
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
）
を
基
に
作
成
。
史
料
番
号
に
は
23Z4-29-13内

の
枝
番
号
を
採
用
し
た
。

封
紙
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。



― 33 ―

が
、
漆
液
の
採
取
時
期
と
も
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
漆
液
の
採

取
は
、
一
般
的
に
六
月
中
旬
か
ら
一
〇
月
下
旬
に
行
わ
れ
る
と
い

う
�
。
つ
ま
り
、
七
月
を
除
く
、
一
、
二
、
四
、
一
二
月
は
漆
液
の
採

取
時
期
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
休

閑
期
に
漆
木
の
取
引
が
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
年
季
売
り
さ
れ
る
漆

木
に
関
し
て
も
五
〇
～
三
七
三
本
と
大
口
の
取
引
が
多
い
こ
と
が
分

か
る
。
代
金
は
、
一
分
～
二
両
三
分
ま
で
あ
る
。
売
主
が
居
住
す
る

村
は
、
二
六
件
中
、
柳
川
村
・
菖
蒲
村
が
共
に
八
件
（
三
一
％
）、
境

別
所
村
三
件
（
一
二
％
）、
堀
斎
藤
村
二
件
（
八
％
）、
戸
川
村
二
件

（
八
％
）、
八
沢
村
一
件
（
四
％
）、
三
廻
部
村
一
件
（
四
％
）
で
あ
る
。

自
村
の
柳
川
村
と
隣
村
の
菖
蒲
村
が
全
体
の
三
分
の
二
以
上
を
占
め

る
。
ま
た
、
堀
斎
藤
、
戸
川
、
八
沢
、
三
廻
部
の
各
村
も
柳
川
村
か

ら
道
程
の
ほ
ど
近
い
村
々
で
あ
る
。
こ
の
明
和
～
文
化
期
、八
沢
村
、

三
廻
部
村
は
小
田
原
藩
領
で
あ
り
、
幕
領
の
み
な
ら
ず
、
藩
領
か
ら

も
漆
木
を
購
入
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
売
り
渡
さ
れ
た
漆
木
の

場
所
は
、
居
屋
敷
や
そ
の
廻
り
・
そ
の
壗
、
畑
や
そ
の
廻
り
・
そ
の
壗
、

田
の
廻
り
、墓
場
な
ど
で
あ
っ
た
。
年
季
売
り
の
期
間
は
、二
六
件
中
、

六
年
が
最
も
多
く
一
三
件
（
五
〇
％
）、
七
年
が
八
件
（
三
一
％
）、

五
年
が
二
件
（
八
％
）、
四
年
が
一
件
（
四
％
）
で
、
お
よ
そ
四
～
七

年
の
幅
で
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
与
兵
衛
は
、
自
村
を
中
心
に
近
隣
村
落
（
藩

領
も
含
む
）
の
立
木
漆
を
購
入
し
、
漆
商
売
を
展
開
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

こ
の
他
、
木
改
め
と
し
て
は
、
与
兵
衛
自
身
が
行
う
場
合
も
あ
る

が
、
同
家
と
関
係
を
も
っ
た
漆
掻
子
と
思
わ
れ
る
孫
八
、
万
蔵
ら
が

木
改
め
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
在
村
漆
仲
買
（
与
兵
衛
）
と
漆

掻
子
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
詳
し
く
【
史
料
３
】
か
ら
検
討
し
た
い
。

【
史
料
３
】

「（
封
紙
）
　
　

子　

十
二
月

　
　
　
　
　
　

篠
窪
村
平
八
殿
証
文　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
札
之
事

一
拙
者
来
ル
丑
年
漆
掻
子
ニ
相
極
、
金
一
両
只
今
慥
ニ
受
取
申
所
実

証
也
、
ヶ
様
ニ
相
定
候
上
者
何
方
江
成
共
御
指
図
之
所
江
罷
越
、
漆
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取
賃
ヲ
以
右
金
ニ
二
割
之
利
足
ヲ
加
ヘ
御
引
取
可
被
成
候
、
其
節

少
シ
茂
相
滞
申
間
敷
候
、
為
念
一
札
仍
如
件

　
　
　

安
永
九
年
子
十
二
月

 

篠
窪
村　

借
り
主　

平
八

　
　
　
　
　
　
　
　

柳
川
村　

与
兵
衛
殿
�

　

こ
の
史
料
は
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
一
二
月
、
篠
窪
村
平
八
か

ら
与
兵
衛
に
出
さ
れ
た
証
文
の
控
で
あ
る
。
平
八
が
天
明
元
年
（
一

七
八
一
）
の
一
年
間
「
漆
掻
子
」
と
し
て
契
約
を
交
わ
し
、
そ
の
対

価
に
金
一
両
を
受
け
取
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
平
八
は
、
ど
の

よ
う
な
場
所
で
も
指
図
ど
お
り
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、「
漆
取
賃
」（
漆

を
採
る
手
間
賃
）を
も
ら
う
こ
と
で
、
一
両
に
二
割
の
利
息
を
加
え
、

返
済
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

表
１
で
み
た
孫
八
や
万
蔵
も
こ
の
よ
う
な
与
兵
衛
家
と
契
約
を
結

ん
だ
漆
掻
子
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

三
、
近
世
後
期
に
お
け
る
漆
液
の
生
産
②
―
「
漆
元
代
金
」
の
貸
付

　

本
節
で
は
、
与
兵
衛
が
漆
木
を
買
い
入
れ
る
代
金
（「
漆
元
代
金
」）

を
周
辺
の
村
落
の
漆
掻
子
へ
貸
し
付
け
、
見
返
り
に
、
一
定
の
利
息

を
加
え
た
上
で
、
彼
ら
が
掻
き
取
っ
た
漆
液
が
返
済
に
充
て
ら
れ
る

と
い
う
取
引
の
実
態
を
み
た
い
。

【
史
料
４
】

「（
封
紙
）
　
　

安
永
二
年
丑
二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　

萱
沼
村
文
七
殿
借
用
証
文
壱
通　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

借
用
申
金
子
之
事

一
金
弐
両
者
（
マ
マ
）
　

但
シ
文
字
金
也

右
者
漆
元
代
金
ニ
借
用
仕
候
処
実
正
也
、
然
ル
上
者
当
丑
年
取
目
漆

ヲ
以
弐
割
之
勘
定
加
元
利
不
残
急
度
勘
定
可
仕
候
、
若
シ
相
滞
申

候
ハ
ヽ
当
人
所
持
之
品
ハ
不
及
申
、
加
判
両
人
所
持
之
物
金
子
ニ

相
成
候
品
御
望
次
第
相
渡
ニ
可
申
候
、
其
節
少
シ
茂
相
滞
申
間
敷

当
年
不
残
勘
定
仕
候
、此
証
文
商
売
仕
候
内
御
用
可
被
下
候
、末
々
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ニ
而
も
相
滞
候
ハ
ヽ
加
判
之
者
引
請
急
度
御
勘
定
可
仕
候
、
右
勘

定
相
立
商
売
仕
舞
候
ハ
ヽ
右
証
文
無
相
違
御
返
シ
可
被
成
候
、
為

後
日
借
用
証
文
加
判
仍
而
如
件

　
　
　

安
永
二
年
丑
二
月

 

萱
沼
村　

借
主　

文　
　

七
㊞

 

同
所　
　

証
人　

喜
右
衛
門
㊞

 
同　
　
　

同　
　

銀　
　

蔵
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
川
村
与
兵
衛
殿
�

　

こ
の
【
史
料
４
】
は
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
二
月
、
萱
沼
村
の

文
七
か
ら
与
兵
衛
に
出
さ
れ
た
証
文
で
あ
る
。
史
料
か
ら
具
体
的
に
、

「
漆
元
代
金
」
の
貸
し
付
け
の
実
態
を
み
た
い
。
ま
ず
、
文
七
は
与

兵
衛
か
ら
、「
漆
元
代
金
」
と
し
て
金
二
両
を
借
り
受
け
た
。
そ
の

上
で
、
文
七
は
、
当
年
の
取
目
漆
（
掻
き
取
っ
た
漆
液
）
に
二
割
の

利
息
を
加
え
て
残
ら
ず
返
済
す
る
旨
を
約
束
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

こ
の
「
漆
元
代
金
」
は
、
漆
掻
子
の
文
七
が
漆
木
を
年
季
買
す
る
た

め
の
元
の
資
金
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、「
漆
元
代
金
」の
返
済
は
、

実
際
に
漆
掻
子
が
掻
き
取
っ
た
漆
液
で
な
さ
れ
て
い
た
実
態
も
窺
え

る
。
実
際
に
は
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
四
月
の
山
田
村
留
八
の

証
文
に
あ
る
よ
う
に
、「
当
酉
六
月
ゟ
取
目
漆
差
送
、
当
暮
迄
ニ
元
利

金
不
残
御
勘
定
可
仕
候
」�
と
、
六
月
の
漆
掻
き
を
始
め
る
時
期
か
ら

徐
々
に
漆
液
を
与
兵
衛
の
元
へ
送
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
金
子
を
借
り
受
け
る
理
由
と
し
て
、
明
和
八
年（
一
七
七
一
）

一
二
月
の
山
田
村
多
兵
衛
の
証
文
に
は
「
御
年
貢
御
味
進
当
御
年
貢

ニ
御
上
納
仕
候
」�
と
あ
る
よ
う
に
、
未
進
分
の
年
貢
の
上
納
に
貸
付

金
が
充
て
ら
れ
、
そ
の
返
済
に
取
目
漆
の
差
送
が
約
束
さ
れ
た
事
例

も
あ
る
。

　

も
し
返
済
が
滞
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
文
七
の
所
持
品
は
言
う

に
及
ば
ず
、
加
判
人
で
あ
る
喜
右
衛
門
や
銀
蔵
の
所
持
品
の
内
、
金

目
の
物
を
渡
す
取
り
決
め
も
行
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
安
永
六

年
（
一
七
七
七
）
四
月
の
山
田
村
留
八
の
証
文
に
は
、
返
済
が
滞
っ

て
し
ま
っ
た
場
合
は
、「
来
ル
戌
二
月
ゟ
拙
者
其
元
江
奉
公
相
勤
、
右

利
金
共
不
残
御
勘
定
可
仕
候
」�
と
あ
り
、
与
兵
衛
家
で
の
奉
公
を
約

束
し
て
い
る
。
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
一
二
月
の
山
田
村
多
兵
衛
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の
証
文
に
は
、
質
地
と
し
て
下
田
四
畝
二
歩
と
下
田
一
畝
二
八
歩
が

書
き
上
げ
ら
れ
、
も
し
返
済
が
滞
っ
た
場
合
は
、「
右
田
地
相
渡
シ

可
申
候
」
と
同
地
の
質
流
れ
が
約
束
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
一
〇
月
の
狩
野
村
宗
兵
衛
の
証

文
で
は
、「
う
る
し
元
入
金
」（「
漆
元
代
金
」
と
同
義
）
を
借
用
し

た
に
も
関
わ
ら
ず
、「
う
る
し
不
足
ニ
御
座
候
ニ
付
、御
断
申
上
候
処
」

と
、
漆
液
が
不
足
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
漆
液
で
の
返
済
を
断
念

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
返
済
は
、「
金
子
ニ
而
御
返
済
仕
候
様
御
了

見
被
成
下
」
と
、
金
子
で
の
返
済
が
取
り
決
め
ら
れ
、
一
〇
月
と
一

二
月
の
二
回
に
分
け
て
、
借
り
受
け
た
金
一
両
二
朱
を
返
す
約
束
を

し
た
�
。

　

以
上
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
与
兵
衛
は
自

身
で
立
木
漆
を
年
季
で
買
い
付
け
、
契
約
を
結
ん
だ
漆
掻
子
に
そ
れ

を
掻
き
取
ら
せ
て
漆
液
を
得
る
一
方
、
周
辺
村
落
の
漆
掻
子
へ
「
漆

元
代
金
」
を
貸
し
付
け
、
そ
の
見
返
り
に
二
割
の
利
息
を
付
け
、
漆

液
の
現
物
に
て
返
済
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で
漆
液
を
集
め
て
い
た
こ

と
が
わ
か
っ
た
。

　

次
節
で
は
、
こ
う
し
て
集
め
ら
れ
た
漆
液
は
与
兵
衛
の
元
か
ら
ど

の
よ
う
に
市
場
へ
と
流
通
し
て
い
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。

四
、
漆
液
の
流
通

　

与
兵
衛
家
が
集
荷
し
た
漆
液
の
流
通
経
路
を
俯
瞰
す
る
た
め
に
、

【
史
料
５
】・【
史
料
６
】
を
み
た
い
。

【
史
料
５
】

　

「
（
端
裏
書
） 

可
返
分　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

為
替
金
手
形
之
事

一
金
拾
五
両
也　
　
　
　
　
　
　
　

但　

漆
九
樽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
物
有

右
者
漆
正
味
五
拾
貫
目
餘
預
内
渡
為
替
金
ニ
取
継
申
候
処
相
違
無

御
座
候
、
此
手
形
引
替
ニ
右
金
子
御
渡
可
被
下
候
、
為
其
為
替
手

形
仍
如
件

　
　
　

文
化
七
年
午
年
十
一
月
十
一
日

 

泉
屋　

宗　

兵　

衛
㊞
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熊
沢　

久
野
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
沢
与
兵
衛
殿
�

【
史
料
６
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

為
替
手
形
之
事

一
金
弐
拾
五
両

右
者
漆
七
樽
相
預
内
渡
代
金
可
成
申
候
、
此
書
付
引
替
御
渡
可
被

下
候
、
為
念
如
此
御
座
候
、
以
上

　
　
　

午
九
月
廿
四
日

 
久
野
右
衛
門

 
宗 
兵 

衛 

㊞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
沢
与
兵
衛
殿
�

　

実
際
、
漆
液
は
ど
の
よ
う
な
商
人
を
介
し
流
通
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
文
化
七
年
「
為
替
手
形
」（
二
三
Ｚ
四
―
二
九
―
二
六
）
の

内
に
は
、
二
通
の
証
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る

史
料
を
①
【
史
料
５
】、
記
さ
れ
て
い
な
い
史
料
を
②
【
史
料
６
】
と

し
て
区
別
し
た
。
こ
れ
ら
の
史
料
で
は
、
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
） 

九
月
二
四
日
に
金
二
五
両
に
て
漆
液
七
樽
、
一
一
月
一
一
日
に
金
一

五
両
に
て
漆
液
九
樽
が
、
泉
屋
宗
兵
衛
と
熊
沢
久
野
右
衛
門
と
に
取

り
引
き
さ
れ
て
い
る
。
与
兵
衛
は
こ
の
取
引
に
対
し
、
分
か
る
だ
け

で
も
文
化
七
年
に
計
四
十
両
と
い
う
大
金
を
手
に
し
て
い
る
。
時
期

か
ら
見
て
も
、
先
の
表
１
か
ら
窺
え
る
文
化
期
に
集
め
ら
れ
た
漆
液

は
お
そ
ら
く
彼
ら
商
人
の
手
に
渡
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

問
題
と
な
る
の
は
、
こ
こ
に
出
て
く
る
泉
屋
宗
兵
衛
、
熊
沢
久
野

右
衛
門
が
ど
の
よ
う
な
商
人
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
宗
兵

衛
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
熊
沢
家
文
書
の
中
に
は
、
評
定
所

か
ら
の
差
紙
を
受
け
取
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
証
文
が
三
九
通
残
さ

れ
て
い
る
�
。
内
容
は
不
明
だ
が
、
文
化
一
二
～
文
政
四
年
の
間
に

熊
沢
家
も
巻
き
込
ん
だ
評
定
所
取
扱
い
の
争
論
が
起
こ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
内
、
江
戸
の
本
銀
町
四
軒
屋
敷
次
兵
衛
店
の
宗
兵
衛（
惣

兵
衛
と
も
記
さ
れ
る
）
な
る
人
物
が
差
出
人
と
な
っ
て
い
る
史
料
が

あ
る
。
こ
の
人
物
と
漆
液
の
取
引
を
し
た
泉
屋
宗
兵
衛
が
同
一
人
物

で
あ
る
か
が
焦
点
と
な
る
が
、こ
こ
で
、両
者
の
押
印
に
注
目
し
た
い
。
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図
１
は
、
江
戸
本
銀
町
四
軒
屋
敷
次
兵
衛
店
の
宗
兵
衛
（
惣
兵
衛
も

同
一
の
印
）
の
押
印
を
拡
大
し
た
も
の
�
、
図
２
は
【
史
料
５
】
の

泉
屋
宗
兵
衛
の
押
印
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
（【
史
料
６
】
の
押

印
も
同
一
の
も
の
）。
両
者
を
見
比
べ
れ
ば
明
ら
か
な
通
り
、
図
１
と

図
２
は
完
全
に
合
致
す
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
本
銀
町
四
軒
屋
敷
次
兵

衛
店
の
宗
兵
衛
（
惣
兵
衛
）
＝
泉
屋
宗
兵
衛
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
か
ら
与
兵
衛
は
江
戸
の
商
人
と
漆
液
の
取
引
を
し
て
い
た
事
実

が
浮
か
び
上
が
る
。
な
お
、
久
野
右
衛
門
に
関
し
て
は
は
っ
き
り
し

な
い
が
、
一
部
評
定
所
か
ら
の
差
紙
を
受
け
取
っ
た
証
明
を
す
る
証

文
の
宛
名
が
久
野
右
衛
門
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
�
。
こ
の
史

料
が
熊
沢
家
に
伝
来
し
た
こ
と
、
先
の
与
兵
衛
と
同
姓
で
あ
る
こ
と

か
ら
も
、
同
族
的
な
関
係
か
ら
漆
液
の
出
荷
を
担
っ
た
商
人
と
思
わ

れ
る
。

　

こ
の
他
に
も
、
江
戸
の
商
人
と
の
取
引
を
示
す
史
料
と
し
て
、
年

未
詳
の
史
料
で
あ
る
が
、
寅
一
一
月
二
五
日
付
の
史
料
で
は
、
与
兵

衛
が
漆
液
八
樽
を
江
戸
の
漆
問
屋
越
前
屋
清
次
郎
に
売
り
渡
し
て
い

る
�
。
ま
た
、
こ
ち
ら
も
年
未
詳
だ
が
、
午
九
月
一
四
日
付
の
仕
切

勘
定
で
は
、「
柳
川
漆
六
桶
」
と
「
同
漆
六
桶
」
の
合
計
一
二
桶
、
重

量
に
し
て
四
五
貫
二
二
一
目
と
四
五
貫
二
〇
八
目
を
、
金
八
九
両
一

歩
と
銀
一
七
匁
二
分
で
販
売
し
、
同
じ
く
九
月
一
四
日
付
の
仕
切
勘

定
で
は
、「
柳
川
漆
四
桶
」、
重
量
に
し
て
三
〇
貫
五
五
目
を
、
金
二

八
両
二
歩
と
銀
二
三
匁
九
分
四
厘
で
売
買
し
て
い
る
�
。
両
方
と
も

売
先
は
（
江
戸
）
伊
勢
町
塩
川
岸
道
場
橋
角
の
漆
問
屋
井
村
屋
嘉
平

図
１　

評
定
所
か
ら
の
差
紙
に
押
印
さ
れ
た
宗
兵
衛
の
印

図
２　

為
替
金
手
形
に
押
印
さ
れ
た
宗
兵
衛
の
印

国文学研究資料館蔵国文学研究資料館蔵
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二
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
江
戸
の
漆
問
屋
へ
と
販
売
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
事
実
を
裏
付
け
る
史
料
と
し

て
、
近
隣
村
落
の
漆
仲
買
が
差
し
出
し
た
史
料
の
中
に
「
私
共
奉
申

上
候
者
御
領
分
之
内
漆
取
之
者
共
ゟ
中
買
仕
江
戸
表
問
屋
方
江
数
年

来
漆
商
売
罷
在
候
」
�
と
あ
る
。
こ
の
例
に
違
わ
ず
、
与
兵
衛
も
集

荷
し
た
漆
液
は
樽
や
桶
な
ど
に
詰
め
て
、
江
戸
の
漆
問
屋
な
ど
へ
と

販
売
を
行
っ
て
お
り
、「
柳
川
漆
」
は
江
戸
の
市
場
へ
と
流
通
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

お
わ
り
に

　

柳
川
村
で
は
、
す
で
に
天
正
期
か
ら
漆
木
の
栽
培
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
、
畑
の
畦
な
ど
に
植
え
ら
れ
、
近
世
初
頭
に
は
主
に
浮
役

で
も
っ
て
領
主
へ
の
貢
納
物
と
し
て
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
た
。

　

こ
う
し
た
漆
木
は
宝
永
の
富
士
山
噴
火
の
影
響
に
も
関
わ
ら
ず
、

再
び
明
和
期
こ
ろ
か
ら
取
引
が
始
め
ら
れ
た
。
従
来
貢
納
物
で
あ
っ

た
漆
液
は
、
今
度
は
商
品
と
し
て
在
村
漆
仲
買
の
元
へ
集
め
ら
れ
た
。

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
こ
の
在
村
漆
仲
買
と
し
て
活
躍
し
た

の
が
、
柳
川
村
百
姓
代
の
与
兵
衛
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
文
化
期
だ
け

み
て
も
約
三
〇
〇
〇
本
余
り
の
漆
木
を
取
り
扱
い
、
漆
商
売
を
行
っ

た
。
与
兵
衛
は
、
自
身
で
立
木
漆
を
年
季
で
買
い
付
け
、
契
約
を
結

ん
だ
漆
掻
子
に
そ
れ
を
掻
き
取
ら
せ
て
漆
液
を
得
る
一
方
、
周
辺
の

漆
掻
子
へ
「
漆
元
代
金
」
を
貸
し
付
け
、
見
返
り
に
二
割
の
利
息
を

付
け
、
漆
液
に
て
返
済
さ
せ
る
と
い
う
、
二
系
統
の
方
法
で
漆
液
を

集
積
し
た
。

　

与
兵
衛
は
こ
う
し
て
集
め
た
漆
液
を
主
に
江
戸
の
漆
問
屋
な
ど
へ

と
販
売
し
、
数
十
両
単
位
で
当
時
の
百
姓
と
し
て
は
高
額
の
代
金
を

受
け
取
り
、
経
営
を
行
っ
た
事
実
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
文
化
期
以
降
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
は
、
こ
う
し
た
幕

領
柳
川
村
の
与
兵
衛
が
漆
木
の
取
引
や
漆
掻
子
を
雇
っ
て
い
た
村
の

一
部
（
萱
沼
村
、
八
沢
村
、
狩
野
村
や
三
廻
部
村
な
ど
）
が
小
田
原

藩
領
の
村
々
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
小
田
原
藩
で
は
文
化
八
年
一
二

月
こ
ろ
か
ら
、
漆
液
の
流
通
統
制
を
推
し
進
め
て
い
く
が
、
そ
う
し

た
政
策
を
行
う
時
、
も
っ
と
も
厄
介
な
存
在
と
な
っ
た
の
が
、
与
兵
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衛
の
よ
う
な
他
領
の
在
村
漆
仲
買
で
あ
っ
た
。
こ
の
小
田
原
藩
に
よ

る
漆
液
の
流
通
統
制
と
与
兵
衛
や
小
田
原
藩
領
内
の
村
々
の
動
向
に

関
し
て
は
別
稿
に
て
詳
述
し
た
い
�
。

（
注
）

⑴　
『
オ
ー
レ
ッ
ク
ス
英
和
辞
典
第
二
版
』（
旺
文
社
、
二
〇
一
五
年
）。

⑵　

山
本
勝
巳
『
漆
百
科
』（
丸
善
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
九
頁
。

⑶　

Ｃ
．Ｐ
．ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
著
／
高
橋
文
訳『
江
戸
参
府
随
行
記
』（
平

凡
社
、
一
九
九
四
年
）
二
八
九
頁
。

⑷　

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
著
／
山
口
光
朔
訳
『
大
君
の
都
（
下
）』（
岩
波

書
店
、
一
九
六
二
年
）
一
八
一
頁
。

⑸　

松
木
侃「
津
軽
藩
の
漆
樹
栽
培
―
名
産「
津
軽
塗
」前
史
―
」（『
社

会
経
済
史
学
』
第
二
二
巻
三
号
、
一
九
五
六
年
）、
北
嶋
祐
二
『
弘

前
藩
の
漆
行
政
』（
私
家
版
、
二
〇
一
〇
年
）
等
。

⑹　

松
尾
謙
介
「
会
津
藩
の
漆
生
産
に
つ
い
て
」（『
三
田
学
会
雑
誌
』

第
四
二
巻
四
号
、
一
九
四
九
年
）
等
。

⑺　

渡
辺
史
夫
『
米
沢
藩
の
特
産
業
と
専
売
制
―
青
芋
・
漆
蝋
・
養

産
業
―
』（
不
忘
出
版
、
一
九
七
六
年
）、
同｢

近
世
に
お
け
る
羽

州
村
山
地
方
の
漆
生
産
と
越
後
商
人｣

（『
山
形
史
学
研
究
』
第
二

三
号
、
一
九
八
九
年
）、
外
山
徹
「
米
沢
藩
領
に
お
け
る
漆
液
の
採

集
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
」（『
明
治
大
学
博
物
館
研
究
報
告
』
第
二

一
号
、
二
〇
一
六
年
）
等
。

⑻　

高
島
緑
雄
「
貢
租
と
し
て
の
漆
に
つ
い
て
」（
木
村
礎
編
『
封

建
村
落　

そ
の
成
立
か
ら
解
体
へ
』、文
雅
堂
書
店
、一
九
五
八
年
）、

煎
本
増
夫
「
江
戸
幕
府
と
津
久
井
漆
」（『
神
奈
川
県
史
研
究
』
第

八
号
、
一
九
七
〇
年
）。
前
者
は
近
世
初
頭
か
ら
幕
末
に
か
け
て
、

後
者
は
近
世
初
頭
の
漆
の
年
貢
上
納
の
形
態
を
明
ら
か
に
し
た
貴

重
な
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
と
し
て
近
世
中
期
以
降
に
展
開

さ
れ
る
「
商
品
」
と
し
て
の
漆
液
の
生
産
や
流
通
に
関
し
て
は
詳

ら
か
で
な
い
。

⑼　

内
田
哲
夫
『
小
田
原
藩
―
士
農
工
商
の
生
活
史
』（
有
隣
堂
、

一
九
八
一
年
）
に
お
い
て
、「
柳
川
村
の
漆
商
い
」
と
題
し
若
干
紹

介
さ
れ
て
い
る
が
、
本
格
的
な
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

⑽　
『
秦
野
市
史　

第
二
巻　

近
世
史
料
一
』（
秦
野
市
、一
九
八
二
年
）
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二
〇
二
～
二
〇
七
頁
・
№
三
三
〈
柳
川　

熊
沢
一
郎
氏
蔵
〉。

⑾　
『
秦
野
市
史　

第
二
巻　

近
世
史
料
一
』（
秦
野
市
、一
九
八
二
年
）

三
三
〇
～
三
三
二
頁
・
№
七
九
〈
柳
川　

熊
沢
一
郎
氏
蔵
〉。

⑿　
『
大
日
本
地
誌
大
系（
十
三
）新
編
相
模
國
風
土
記
稿　

第
一
巻
』

（
雄
山
閣
、
一
九
五
八
年
）
二
二
〇
頁
。

⒀　

こ
の
点
に
関
し
て
、
古
代
に
お
い
て
こ
の
地
域
の
有
力
豪
族
に

漆
部
伊
波
な
る
人
物
が
い
た
こ
と
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
。彼
は
、

東
大
寺
の
盧
舎
那
仏
造
立
の
た
め
、
資
金
（
知
識
物
）
と
し
て
商

布
二
万
端
を
寄
付
し
、
天
平
二
〇
年
（
七
四
八
）
二
月
に
外
従
五

位
下
の
位
を
授
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
漆
部
氏
は
、
高
僧
良
弁
を

輩
出
し
た
一
族
と
も
言
わ
れ
、
さ
ら
に
本
貫
地
は
大
住
郡
漆
窪
と

さ
れ
る
（
以
上
『
秦
野
市
史　

通
史
編
第
一
巻　

総
説
・
原
始
・

古
代
・
中
世
』、
秦
野
市
、
一
九
九
〇
年
、
二
九
六
～
二
九
七
頁
）。

文
字
通
り
と
れ
ば
、「
漆
部
」
と
は
漆
塗
り
に
従
事
す
る
技
術
者

を
指
す
。
ま
た
、「
漆
窪
」
と
い
う
地
名
も
、
漆
の
字
が
つ
く
地

名
の
あ
る
と
こ
ろ
は
、
漆
樹
が
多
く
生
育
分
布
し
て
い
た
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
（
伊
藤

清
三
『
日
本
の
漆
』、
東
京
文
庫
出
版
部
、
一
九
七
九
年
、
一
六
七

頁
）。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
古
代
か
ら
こ
の
地
域
で
は
、
漆
の
生
産

が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
も
予
想
で
き
よ
う
が
、
詳
し
い
こ
と
は
分

か
ら
ず
不
明
で
あ
る
。

⒁　
『
秦
野
市
史　

第
二
巻　

近
世
史
料
一
』（
秦
野
市
、一
九
八
二
年
）

二
二
一
～
二
三
七
頁
・
№
三
七
〈
柳
川　

熊
沢
一
郎
氏
蔵
〉。

⒂　

内
田
哲
夫
『
小
田
原
藩
―
士
農
工
商
の
生
活
史
』（
有
隣
堂
、

一
九
八
一
年
）
一
七
六
頁
。

⒃　
『
山
北
町
史　

史
料
編　

近
世
』（
山
北
町
、
二
〇
〇
三
年
）
八

七
八
～
八
七
九
頁
・
№
三
三
九
〈
川
村
山
北　

鈴
木
友
徳
氏
蔵
〉。

⒄　

寛
政
三
年
八
月｢

乍
恐
以
書
付
御
訴
訟
奉
申
上
候
（
多
葉
粉
、

漆
代
貸
金
請
求
訴
訟
）｣

（
小
田
原
宿　

片
岡
家
文
書
、
Ａ
―
Ｄ
五

二
、
小
田
原
市
立
図
書
館
蔵
）。

⒅　

熊
沢
一
郎
家
文
書
は
、『
神
奈
川
県
史
資
料
所
在
目
録
―
秦
野

市
―
』
第
一
集
（
県
史
編
集
室
、
一
九
六
七
年
）、『
秦
野
市
史
資

料
所
在
目
録　

個
人
・
自
治
会
等
所
蔵
Ⅲ
』（
秦
野
市
管
理
部
市

史
編
さ
ん
室
、
一
九
八
一
年
）
に
て
目
録
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
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⒆　
『
秦
野
む
か
し
が
た
り
―
語
り
部
運
動
資
料
集
Ⅰ
～
Ⅴ
―
』（
秦

野
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
、
一
九
九
二
年
）
七
一
頁
。

⒇　
『
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録　

第
八
集
』（
史
料
館
、
一
九
六
〇
年
）。

�　

与
兵
衛
家
に
関
し
て
は
、
地
元
に
「
土
蔵
か
ら
出
た
小
判
」
と

い
う
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
話
が
残
っ
て
お
り
、
伝
承
化
す
る
ほ

ど
の
旧
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
長
文
を
厭
わ
ず
引
用

し
よ
う
。「（
上
長
寿
会　

守
屋
芳
三
氏
談
）
明
治
の
初
め
、
柳
川

に
「
東
の
下
」
と
呼
ば
れ
、
与
平
さ
ん
と
云
う
財
産
家
が
あ
り
、

江
戸
時
代
末
、
柳
川
の
山
林
、
田
畠
の
大
部
分
を
所
有
し
、
昔
よ

り
作
男
、
女
を
雇
い
、
大
農
経
営
を
し
、
山
に
漆
の
木
を
植
え
、

そ
の
製
造
販
売
等
、
小
田
原
方
面
に
取
引
を
盛
に
行
い
、
何
代
か

続
い
て
、
財
力
を
貯
え
、
土
蔵
が
二
、
三
棟
あ
り
栄
え
て
い
た
。

然
し
、
時
代
の
変
遷
に
て
、
最
低
ま
で
没
落
、
生
活
に
苦
し
い
時

の
年
末
、
最
後
の
蔵
の
床
下
に
、
木
炭
が
敷
き
詰
め
て
あ
る
の
を

知
り
、
こ
れ
を
か
き
集
め
、
売
っ
て
年
取
り
金
に
し
よ
う
と
、
床

板
を
は
が
し
、
か
き
集
め
る
と
、
中
央
部
に
平
ら
な
大
石
が
置
い

て
あ
り
、
不
思
議
に
思
い
、
こ
れ
を
退
け
る
と
、
小
判
の
詰
め
ら

れ
た
瓶
が
埋
蔵
し
て
あ
っ
た
。
家
人
が
驚
い
た
り
喜
ん
だ
り
、
大

変
な
さ
わ
ぎ
で
近
所
の
人
も
聞
き
つ
け
集
ま
り
、
見
た
こ
と
も
な

い
小
判
を
眺
め
驚
い
て
い
た
。
与
平
さ
ん
で
は
、
今
度
が
二
度
目

の
埋
蔵
小
判
の
出
土
と
か
で
、
そ
れ
も
慶
長
小
判
の
価
値
あ
る
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
（
後
略
）」（『
語
り
部
運
動
資
料
集
Ⅲ
』、
秦

野
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
、
一
九
九
〇
年
、
六
六
～
六
七
頁
）。

�　

明
和
六
～
文
政
元
年
「
立
木
漆
年
季
証
文
之
事
」（
祭
魚
洞
文

庫
旧
蔵
史
料　

相
模
国
足
柄
上
郡
柳
川
村
熊
沢
家
文
書
、
二
三
Ｚ

四
―
二
九
―
一
三
―
五
、
人
間
文
化
研
究
機
構　

国
文
学
研
究
資

料
館
蔵
）。
以
下
、
熊
沢
家
文
書
で
使
用
す
る
文
書
番
号
は
、『
史

料
館
所
蔵
史
料
目
録
』
第
一
〇
集
（
史
料
館
、
一
九
六
四
年
）
及

び
実
際
に
文
書
に
付
さ
れ
た
番
号
に
よ
る
。
ま
た
、
以
下
文
書
群

名
と
所
蔵
先
は
同
じ
で
あ
る
た
め
、略
し
、文
書
番
号
の
み
を
記
す
。

�　

明
和
六
～
文
政
元
年
「
立
木
漆
年
季
証
文
之
事
」（
二
三
Ｚ
四

―
二
九
―
一
三
―
七
）。

�　

熊
野
谿
縱
『
漆
の
お
話
―
21
世
紀
を
支
え
る
夢
の
物
質
』（
文

芸
社
、
二
〇
一
二
年
）
一
〇
六
頁
。



― 43 ―

�　

山
本
勝
巳
『
漆
百
科
』（
丸
善
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
二
二
頁
。

�　

安
永
九
年「
漆
掻
子
賃
前
借
一
札
」（
二
三
Ｚ
四
―
二
九
―
一
七
）。

�　

明
和
八
～
安
永
六
年
「
漆
元
代
借
用
金
証
文
」（
二
三
Ｚ
四
―

二
九
―
一
四
）の
内
、安
永
二
年
二
月
付
の
証
文
。
こ
の
史
料
に
は
、

明
和
八
年
一
二
月
付
の
証
文
、
安
永
二
年
二
月
付
の
証
文
、
安
永

六
年
四
月
付
の
証
文
の
三
通
が
含
ま
れ
て
い
る
。

�　

前
掲
註
�
の
内
、
安
永
六
年
四
月
付
の
証
文
。

�　

前
掲
註
�
の
内
、
明
和
八
年
一
二
月
付
の
証
文
。

�　

前
掲
註
�
。

�　

安
永
七
年
「
漆
元
代
金
借
用
之
所
漆
不
足
ニ
付
再
改
借
用
金
証

文
」（
二
三
Ｚ
四
―
二
九
―
一
六
）。

�　

文
化
七
年
「
為
替
手
形
」（
二
三
Ｚ
四
―
二
九
―
二
六
）
の
内
、

文
化
七
年
一
一
月
一
一
日
付
の
証
文
。
こ
の
史
料
に
は
、
文
化
七

年
一
一
月
一
一
日
付
の
証
文
、（
文
化
七
年
）
午
九
月
二
四
日
付
の

証
文
の
二
通
が
含
ま
れ
て
い
る
。

�　

前
掲
註
�
の
内
、（
文
化
七
年
）
午
九
月
二
四
日
付
の
証
文
。

�　

文
化
一
二
～
文
政
四
「（
本
銀
町
次
兵
衛
店
惣
兵
衛
他
附
添
役

人
評
定
所
御
差
紙
請
取
一
札
）」（
二
三
Ｚ
四
―
二
九
―
一
〇
）。

�　

前
掲
註
�
の
内
、
二
三
Ｚ
四
―
二
九
―
一
〇
―
三
三
。

�　

前
掲
註
�
の
内
、
二
三
Ｚ
四
―
二
九
―
一
〇
―
九
。

�　

年
未
詳
「
代
金
受
取
書
」（
二
三
Ｚ
四
―
二
九
―
二
八
）。

�　

午
九
月
外
「
漆
売
仕
切
」（
二
三
Ｚ
四
―
二
九
―
一
八
）。

�　

文
化
八
年
一
二
月
「
乍
恐
書
付
を
以
奉
願
上
候
御
事
（
漆
中
買

問
屋
復
活
願
）」（
萱
沼　

安
藤
家
文
書
、
諸
産
業
三
、
神
奈
川
県

立
公
文
書
館
寄
託
）、『
神
奈
川
県
史　

資
料
編
九　

近
世
六
』（
神

奈
川
県
、
一
九
七
四
年
）九
六
一
～
九
六
三
頁
・№
一
七
三
に
所
収
。

�　

拙
稿
「
小
田
原
藩
領
の
村
々
と
漆
液
の
流
通
統
制
」（
徳
川
林

政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
五
二
号
、『
金
鯱
叢
書
』
第
四
五

輯
に
所
収
、
二
〇
一
八
年
刊
行
予
定
）。




